
48 The lnvention  2015 No.7

１．はじめに
今回は、商標権侵害および救済に関

連する残りの規定の中から商標代理機

構や国家職員の不正な行為に対する処

罰について規定した68 ～ 71条につい

て取り上げる。なかでも商標代理機構

の不正な行為に対する処罰規定である

68条について誌面を割く。

中国では、特許・実用新案・意匠に

関しては日本の弁理士資格制度のよう

に専利代理人の資格制度があるが、現

在のところ、商標に関しては代理人制

度がなく、行政機関より許可を得た商

標代理機構（商標に関する代理事務所

のこと）が企業や個人などから委任を

受けて手続きする制度になっており、

日本とは異なる。

中国における商標の出願・登録等の

諸手続きは、依頼人が在外者の場合、

中国国内の商標代理機構を通じて行わ

なければならないという規定があり

（商標法18条２項）、日本企業が中国

において商標登録手続き等を行う際に

は中国の商標代理機構を通さなければ

ならない。

２．改正商標法68条
「商標代理機構が次に掲げる行為の

一つを行う場合、工商行政管理部門は

指定期間内に是正を命じ、警告をし、

１万人民元以上10万人民元以下の罰

金を科す。直接的に責任を負う主管者

およびその他の直接的に責任を負う者

に警告をし、5000人民元以上５万人

民元以下の罰金を科す。犯罪行為に該

当する場合、法に基づいてその刑事責

任を追及する。

（１）  商標代理事務を取り扱う場合、

法律書類、印鑑、署名を偽造ま

たは改竄し、偽造または改竄し

た法律書類、印鑑、署名を使用

する場合

（２）  他の商標代理機構の名誉を害す

る手段によって商標代理業務を

取得し、またはその他の不正な

手段により商標代理市場の秩序

を攪乱すること

（３）  本法19条３項、４項の規定に違

反すること

商標代理機構が前項に規定された行

為を行った場合、工商行政管理部門が

それを信用包袋に記入する。状況が深

刻である場合、商標局、商標評審委員

会はその商標の代理業務の停止を決定

することができ、かつ公告する。

商標代理機構は誠実信用の原則に違

反し、依頼人の利益を害する場合、法

に基づいて民事責任を負い、かつ商標

代理業界組織は規約の規定に基づいて

懲戒する」

● 改正前

改正前は、国家工商行政管理総局令

第50号商標管理規則（以下、50号管

理規則）や商標代理業界組織（中国に

存在する唯一の公式な組織は中華商標

協会〈CTA〉である）内の会則等に

基づいて処理されていた事項が、商標

代理機構の不正な行為を有効的に抑

制・防止し、商標代理機構におけるサー

ビスの質向上などを目的として商標法

に規定されることになった。

50号管理規則は、国務院より記録

され、国家工商行政管理総局より「国

家工商行政管理総局令」として公布さ

れた規章であり、法律、行政規則、地

方規則に比べてその効力は弱い。

第８回の本稿では、商標権侵害および救済に関連する規定のうち、
68 ～ 71条を取り上げる。68条は商標代理機構の不正に関する行為
の処罰について新設された規定である。報道等から得た内容を基
に、同条と関連のある事件についても紹介する。
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50号管理規則13条は、以下のよう

に規定している。

「商標代理機構が次に掲げる行為の

一つを行う場合、所在地または行為地

にある県以上の工商管理部門より警告

を行い、１万人民元以下の罰金を科す。

違法収入があった場合、違法収入の額

の３倍の罰金を科す。ただし、最高罰

金額は３万人民元を超えない。

（１）   第三者と結託し、委任者の合法

的な利益を損なうこと

（２） 本令５条、７条に違反すること

（３）  国家および社会の公共利益また

は他の商標代理組織の合法的な

利益を損なうこと

（４） その他の非合法活動を行うこと」

また、50号管理規則14条は、以下

のように規定している。

「商標代理人が次に掲げる行為の一

つを行う場合、所在地または行為地に

ある県以上の工商管理部門より警告を

行い、１万人民元以下の罰金を科す。

（１）  商標代理機構の名義ではなく、

商標代理人の個人名義で商標代

理の委任を受け、委任者から費

用または財物を受け取ること

（２）  事実を隠し、偽造証拠の提供ま

たは他人に脅威を与え、指導す

ることで他人に事実を隠蔽させ、

偽造証拠を提供させること

（３）  本令10条、11条、12条に違反す

ること

（４）  その他の違法行為を行うこと」

改正前は、規章等の規定であったた

め、行政部門が商標代理機構または商

標代理人の不正な行為に対して積極的

に処罰するケースは少なく、委任者の

利益を損なうような事件が起きること

も珍しくなかった。

商標法への昇格に加え、商標代理機

構への最高罰金額を３万人民元から

10万人民元まで引き上げ、さらに直

接的に責任を負う主管者に加え、直接

的に責任を負う個人への罰金を科し、

刑事責任の追及を規定に追加すること

によって、より厳罰に処すことが可能

となった。

商標法68条は罰金や刑事責任につ

いて規定しているが、被害に遭った企

業や個人は、商標代理機構に対して契

約違反等で民事的責任を追及すること

が可能な場合がある。

なお、次ページでは実際に問題となっ

た事件を紹介するが、商標代理人制度

のない中国において、特に商標代理機

構の選択は慎重に行う必要があろう。

● 改正商標法68条１項

同項では、商標代理機構の不正な行

為について類型化し、刑事罰を負う者

および刑事罰の内容について、以下の

とおり明確化した。

（１）は法律書類等の改竄であり、

（２）は他の事務所の名誉を害する手段

で代理業務を取得等する行為を指して

いる。なお、（３）は50号管理規則に

はない類型である。

また、19条では、「商標代理機構は、

委任者の出願商標が本法15条および

32条に規定された状況に属すること

を知って、あるいは知るはずであった

場合、その委任を引き受けてはならな

い」（３項）、もしくは「商標代理機構

は、自身の代理している業務に関する

商標出願を除き、その他の商標を自ら

の名義で出願してはならない」（４項）

に違反した場合、刑事罰の適用がある

ことを規定した。

商標法15条は、代理人による不正

登録、32条は他人の一定の影響力の

ある商標の登録禁止の規定である。

商標代理機構の違法行為の法的責任

については、改正商標法68条に加え、

実施条例第９章「商標代理」の88 ～

91条に詳細な規定がある。

● 改正商標法実施条例88条

「下記の行為は、商標法68条１項２

号に定めるその他の不正な手段により

商標代理市場の秩序を攪乱する行為に

該当する。 

（１）  詐欺、虚偽宣伝、誤解を招き、

または商業賄賂等の方法をもっ

て業務を誘致する行為

（２）  事実を隠蔽して虚偽の証拠を提

供し、または、他人に対して事

実の隠蔽、虚偽の証拠の提供を

脅迫、誘導する行為

（３）  同一商標事件において、利益が

相反する両当事者から委任を受

ける行為」
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● 改正商標法実施条例89条

「商標代理機構は、商標法68条の行

為があったときは、行為者の所在地ま

たは行為地の県以上の工商行政管理部

門より調査・処理し、かつ調査・処理

の状況を商標局に対して通告する」

● 改正商標法実施条例90条

「商標局、商標評審委員会は、商標

法68条の規定に従って商標代理機構

が取り扱った代理業務の受理を停止す

る場合、６カ月以上から無期限に当該

商標代理機構の代理業務の受理停止を

決定できる。代理業務受理停止期間が

満了するときは、商標局、商標評審委員

会は、受理を再開しなければならない。 

商標局、商標評審委員会は、商標代

理業務の受理停止もしくは受理再開の

決定を下したときは、そのウェブサイ

トで公告しなければならない」 

● 改正商標法実施条例91条

「工商行政管理部門は、商標代理業

界組織に対する監督と指導を強化しな

ければならない」

３．商標代理機構の違反事件
・中国商標局が行っていない事務を宣

伝に使用した事件

「代理契約書は計３部作成し、１部

を顧客が、１部を商標代理機構が保管

し、残りの１部を商標局に渡す」とい

う内容の宣伝行為が、虚偽の宣伝に当

たるとされた（商標局は代理契約書を

保管しない）。

・虚偽の登録率を宣伝に使用した事件

商標代理機構が「登録率98％」と

いう宣伝文句を広告に使用したが、登

録率が100％に近いと思わせるような

誤解を招く宣伝であったこと、また、

実際には98％ではなかったことから

違法性が問われた。

・虚偽の出願予定情報を使用した事件

実際には、Ａ社の企業名と同一の商

標を第三者が出願しようとしている事

実はないにもかかわらず、Ａ社から商

標出願の依頼を得ようして「（第三者

による）出願予定がある」と虚偽の事

実をFAXや電話でＡ社に連絡した。

本事件では、上海工商行政機構が商

標代理機構に対して18万人民元の罰

金を科した。

・官庁の指定を得たという虚偽事実を

宣伝に使用した事件

ある企業が、自社の営業書類の冒頭

に事実とは異なる「国家工商行政管理

総局より指定された商標代理機構」と

いう文字を入れ、ホームページ上にも

「本社は国家工商行政管理総局に指定

された商標代理機構である」と掲載し、

宣伝を行った。

本事件では、実際に指定を受けてい

ないにもかかわらず、指定を受けたか

のような宣伝行為を行ったことは違法

であるとして、北京工商行政機構は

20万人民元の罰金を科した。

※ 前記４つの事件の出典：「青島日報」

2014年12月12日付

４．改正商標法69条
「商標の登録、管理および再審業務

に従事する国家職員は、私情なく公平

に法律を執行し、廉潔に自らを律し、

職務に忠誠を尽くし、文明的に奉仕し

なければならない。

商標局、商標評審委員会ならびに商

標登録、管理および再審業務に従事す

る国家職員は、商標の代理業務および

商品の生産活動に従事してはならない」

同条の目的は、商標局職員等の職権

乱用等の行為を取り締まることであ

り、改正前は60条に規定されていた。

なお、国家職員の処罰規定について

は、商標法の他、「行政機構公務員処

罰条例」と「公務員法実施細則」などが

ある（次ページの70条、71条に同じ）。

「行政機構公務員処罰条例」６条で

は、国家職員処罰の種類として、「警告、

過失としての記録、重大過失としての

記録、格下げ、免職、除名」があるこ

とを規定している。

また、同条例５条では、「国家職員

は法律または規律に違反し、犯罪行為

が疑われる場合、司法機関に移送し、

刑事責任を追及すべきである」旨が規

定されており、「公務員法実施細則」

55条では、以下のとおり規定している。

「国家職員は、法律または規律に違

反し、責任を負うべき場合、本法に従っ

て処分を科す。規律に違反する情状が

軽い場合、批判または説教をした後、

処分を免除することができる」
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５．改正商標法70条
「工商行政管理局は、健全な内部監

督制度を確立し、商標登録、管理およ

び再審業務を責務とする国家職員によ

る法律および行政法規の執行、ならび

に規則の順守についての状況を監督・

検査しなければならない」

本条は改正前には61条に規定され

ていた。

本規定は工商管理局の内部監督制度

に関するものである。商標局は中国本

土全体の商標登録、管理を責務とする

管理機構であり、商標局より設立され

る商標評審委員会は商標紛争の解決を

責務とする機構である。

商標局と商標評審委員会は国家を代

表し職権を行使するとともに、必要な

監督と制約を受ける。

６．改正商標法71条
「商標登録､ 管理および再審業務に

従事する国家職員が、職務を怠り、職

権を乱用し、私情にとらわれて不正行

為を行い、商標の登録、管理および再

審を違法に処理し、当事者から財物を

受け取り、不正な利益をむさぼり、犯

罪を構成する場合、法により刑事責任

を追及する。なお、犯罪を構成しない

場合、法により処分を科す」

改正前は、犯罪とならない場合は「行

政処分を行う」とされていた。行政処

分は、「公務員法」「行政機構公務員処

罰条例」および「公務員法実施細則」

の規定に従い、行政主体は調査後、強

制的に処分を行うことができる。

行政処分を受けた者は、「公務員法」

90条および「行政機構公務員処罰条

例」48条により、元の処理機関への

再審査と人事処理決定機関の上級機関

への不服申立ての権利がある。

本条に関連する規定として、刑法

385条の「収賄罪」や397条の「職務

乱用罪」「職務懈怠罪」がある。

● 収賄罪（刑法385条）

「国家職員が職務上の便宜を利用し

て、他人の財物を要求する。または不

法に他人の財物を受け取り、他人の利

益を得る行為が収賄罪に当たる。

国家職員が経済取引の中で国の規定

に違反し、各種の名目でリベートや手

数料を受け取り、個人の所有に帰属さ

せる行為が収賄罪と見なされる」

● 職務乱用罪／職務懈怠罪収賄罪

　 （刑法397条）

「国家職員が職権を乱用し、職務を

懈怠し、国家および人民の利益に重大

な損害を被らせた場合、３年以下の有

期懲役もしくは拘留に処する。情状が

特にひどい場合、３年以上７年以下の

有期懲役に処する。本法は別の規定が

ある場合、その他の規定に従う。

国家職員が私情にとらわれて不正行

為を行い、前項の犯罪を犯した場合、

５年以下の有期懲役もしくは拘留に処

する。情状が特にひどい場合、５年以

上10年以下の有期懲役に処する。本

法は別の規定がある場合、その他の規

定に従う」

７．おわりに
今回は、改正商標法68条の代理人

に対する刑罰の規定および、国家職員

に対する刑罰に関する規定の70 ～ 71

条について紹介した。

次回（９月号）は、今回取り上げた

規定以外の商標権侵害および救済につ

いて紹介する予定である。


